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令和３年 4 月 8 日 

私立第二泉保育園における 

新型コロナウイルス感染症発生に伴う支援策について 

  

本日、社会福祉法人泉保育園が、私立第二泉保育園における新型コロナウイルス

感染症発生について報道発表しました。 

燕市では、当該保育園の臨時休園に伴い、園児・保護者の皆様に対し、4 月６日

（火）より、以下の支援策を講じてきております。 

 

(1)相談窓口の設置（開設期間：臨時休園期間中） 

このたびの新型コロナウイルス感染症が確認されたことに伴い、不安を抱えて 

いる保護者等に対する相談窓口を開設します。 

（受付時間：平日:午前８時 30 分から午後７時まで、 

土日・祝日:午前８時 30 分から午後５時まで ） 

○健康相談窓口  

燕市保健センター（0256-93-5461） 

陰性判定となったものの健康上の不安がある方に対し保健師が相談に 

応じます。 

○生活相談窓口 

子育て支援課子どもサポート係（0256-77-8224・0256-77-8222） 

自宅における健康観察期間中の買い物サービス、及び、家庭内感染の不安が 

ある方への支援について、担当職員が相談に応じます。 

 

(2)自宅における健康観察期間中の買い物などへの支援 

 申込み先：子育て支援課子どもサポート係 

（0256-77-8224・0256-77-8222） 

 

①自宅からネットスーパー等で生活必需品を買い物した場合の配送料を 

補助します。 

●対象 

 ・第二泉保育園に通う園児のいる世帯 

●実施期間 

 ・保育園の臨時休園期間 

●補助内容 

 ネットスーパー等の配送料相当額の補助 

 ■1 世帯 1 日 1,000 円を上限とします。 

 ■対象は、食料品、生活雑貨を購入する際の配送料とします。 
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 （対象店舗は限定しません。） 

●利用の手順 

 ア．希望者は、子育て支援課子どもサポート係へお申込みください。 

 イ．対象の世帯はネットスーパー等を利用し商品を購入します。 

ウ．子育て支援課子どもサポート係へ補助金の交付申請を行います 

※添付書類：領収書原本（配送料が明記されているもの） 

 エ．申請書を審査の上、対象世帯へ補助額を振り込みます。 

●申請期限 

 後日、お知らせいたします。 

 

②配達で購入する弁当等の食事の費用について、一定額を補助します。 

●対象 

 ・第二泉保育園に通う園児のいる世帯 

●実施期間 

 ・保育園の臨時休園期間 

●補助内容 

 ・弁当等の費用の補助 

 ■昼食：一人一食あたり上限 400 円 

 ■夕食：一人一食あたり上限 500 円 

・家庭の世帯員数が上限 

・昼食と夕食の併用可 

・対象店舗は限定しません。 

●利用の手順 

 ア．希望者は、子育て支援課子どもサポート係へお申込みください。 

 イ．対象の世帯はネットスーパーの利用や店舗への電話注文等により、 

弁当等の食事を注文し、配達で購入します。 

 ウ．子育て支援課子どもサポート係へ補助金の交付申請を行います。 

（添付書類：領収書原本） 

 エ．申請書を審査の上、対象世帯へ補助額を振り込みます。 

●申請期限 

 後日、お知らせいたします。 

●その他 

 ネットスーパーを利用した購入の場合は、配送料の補助もご利用いただけ 

ます。この場合の補助の流れは、上記①と同様です。 

 

③保育園関係者におけるホテル宿泊について 

 自宅の居住スペースが狭いなど、健康観察期間中の家庭内感染に不安がある 

園児とその家族を対象に宿泊ホテルを斡旋します。 

●受入ホテル 

 県央地区ホテル（名称は非公表） 

●宿泊費（費用負担額） 

 ・園児及びその家族、又は家族のみ 

小学生以上 一泊当たり１人／1,000 円 ※食事代を除く 



2 

 

●実施期間 

 ・保育園の臨時休園期間 

●ホテル宿泊の流れ 

 ア．宿泊希望者は、市子育て支援課子どもサポート係に申し込みます。  

 イ．市防災課が宿泊ホテルに連絡・調整し、宿泊予約をします。 

 ウ．宿泊希望者宿泊 

※チェックインする際に、ホテルに本人であることを証明するものを提示 

します。 

エ．宿泊者がチェックアウト後、市防災課は宿泊者に自己負担額を請求 

します。 

 オ．宿泊者は自己負担額の納入をお願いします。  

●ホテルでの留意事項 

・臨時休園期間中であれば、滞在日数の制限はありません。 

・ホテル内での行動が制限されることがあります。 

※食堂やエレベーターの利用を控えていただくことがあります。 

 ・ホテルの受入部屋数に限りがあるので、すべての希望に添えない場合が 

あります。 

 ・ホテル名は非公表ですので、滞在した場合はご留意願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市支援策のお問合せについて 

教育委員会 子育て支援課：白井 

電話：0256－77－8222（直通） 


